
 

 

 

KANAGAWA NEWS 
 

２０２５年４月１１日 

米国関税措置等に伴う相談窓口の設置について 

コンコルディア・フィナンシャルグループの神奈川銀行（代表取締役頭取 荒井 智希）は、米国関

税措置等により影響を受けたお客さまを支援するため、相談窓口を設置しますので、下記のとおりお

知らせします。 

神奈川銀行は今後も、地域のお客さまへの支援に積極的に取り組んでいきます。 

 

記 

 

対 象 法人および個人事業を営むお客さま（※） 

受 付 開 始 日 2025年4月11日（金） 

設 置 場 所 審査部 経営サポートグループ内 

電 話 番 号 045‐261‐2641 

受 付 時 間 銀行窓口営業日の9時～17時 

（※）当行と融資取引があるお客さまは、お取引店の担当者へご連絡ください。 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 


